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法令の名称・関連条項とその内容

想定される代替案

（遵守費用）

（行政費用）

（その他の社会的費用）

規制の事前評価書

規制の費用

規制の目的、内容及び必要性等

評価実施時期

政策の名称

【現状及び問題点】
　金融商品取引業者等が取り扱っている通貨を原資産とする個人向け店頭バイナリーオプション取引には、
 ・ 「円高か」「円安か」といった騰落を予想するだけであること
 ・ ５分、10分といった短時間で結果が出ること（１日に100回以上も繰り返し取引が可能であること）
等について、賭博性が高く、商品性に問題がある等の指摘がある。
　また、現行、オプション取引の取引期間等に係る具体的な規制は特段設けられていない。
　このような賭博性が高い取引が行われていることは、公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがある。

（注）バイナリーオプション取引：オプション取引のうち、権利行使価格（権利を行使する場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値）と現に権利を行使した時期における現実の金融指標の数値の差に基
     づいて算出される一定額の金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を付与するもの等。

（参考）個人向け店頭バイナリーオプション取引に関しては、一般社団法人金融先物取引業協会が、通貨を原資産とする取引について、本年４月24日に、通貨（通貨指標）を原資産とする個人向け店頭バイ
　　　ナリーオプション取引にかかる自主規制の在り方（最終報告）を公表しており、この中で、個人向け店頭バイナリーオプション取引の取引期間その他取引の内容（商品性）について自主規制を設けるこ
　　　とに関し、「こうした商品性にかかる自主規制については、金融商品取引法令の枠組みの下で、具体的な取扱方法を規定するものとなるよう、金融商品取引法令の手当てを含めた整備をすることを要
　　　望する」とされている。なお、最終報告では、取引期間について、十分な期間（当面の間、２時間以上）を設定すること等を自主規制として定めるとされている。

【目的及び必要性】
　上記問題に対応するため、上記のような取引について、公益及び投資者保護の観点から、適切な規制の枠組みの構築を図る必要がある。

【内容】
　個人向けの店頭バイナリーオプション取引（通貨のほか、有価証券や金利等、原資産を限定しない。）について、金融商品取引業者等に対し、
　①　顧客に対し、権利行使価格を事前に提示すること
　②　顧客が、公正な価格で、かつ、投資判断に基づいて、取引を行うために必要かつ適切な取引期間・期限とすること
を義務付ける。

金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第１項第21号の４及び第６項

費用の要素 代替案の場合

個人向け店頭バイナリーオプション取引に関する規制

　個人向けの通貨を原資産とする店頭バイナリーオプション取引について、金融商品取引業者等に対し、上記の①及び②を義務付ける。

（１）費用と便益の関係の分析
　本案では、遵守費用及び行政費用が新たに発生することになる。
　一方、本案による顧客（個人）が賭博性が高く、商品性に問題がある取引を行うことを防止するという便益は、公益及び投資者保護に資するものであり、そのプラスの効果は、新たな費用の発生というマイ
ナスの効果を上回るものと考えられる。

（２）代替案との比較
　代替案では、遵守費用及び行政費用について本案より優位性があるものの、便益は本案と比較して限定的であり、また、金融商品取引業者等が通貨以外の原資産を用いた場合には、顧客（個人）が賭
博性が高く、商品性に問題がある取引を行うことを防止することができず、公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるという多大な社会的費用が発生するおそれがある。

　上記を勘案すれば、本案が適当であると考えられる。

特になし

　個人向けの通貨を原資産とする店頭バイナリーオプション取引を扱う金融商品取引業者等において、規
制に対応するための取引の仕組みの見直し、システム対応等に係る費用が発生する。

規制の便益

　個人向けの店頭バイナリーオプション取引を扱う金融商品取引業者等において、規制に対応す
るための取引の仕組みの見直し、システム対応等に係る費用が発生する。

　行政庁（国）において、個人向けの店頭バイナリーオプション取引を扱う金融商品取引業者等に
おける規制の遵守状況を確認するための検査・監督業務に伴う費用が発生する。

　新たな費用は発生しない。

　個人向けの店頭バイナリーオプション取引が適切な規制の枠組みの下で行われるようになること
から、顧客（個人）が賭博性が高く、商品性に問題がある取引を行うことを防止することができる。

　行政庁（国）において、個人向けの通貨を原資産とする店頭バイナリーオプション取引を扱う金融商品取
引業者等における規制の遵守状況を確認するための検査・監督業務に伴う費用が発生する。

　金融商品取引業者等が通貨以外の原資産を用いることにより、賭博性が高く、商品性に問題がある取
引が可能となり、公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがある。

　個人向けの通貨を原資産とする店頭バイナリーオプション取引が適切な規制の枠組みの下で行われる
ようになることから、顧客（個人）が賭博性が高く、商品性に問題がある取引を行うことを一定程度防止す
ることができる。

代替案の場合

備考

レビューを行う時期又は条件

有識者の見解その他関連事項

政策評価の結果
（費用と便益の関係の分析等）

改正後の規定の実施状況について検討を加え、公益又は投資者保護の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

便益の要素


